
報告事項４　令和４年度事務局組織体制について

〇法人運営 〇指定管理 〇せと地域福祉サービスセンター 〇地域福祉活動（地区社協）

　・役員会（理事会、評議員会） 　・福祉保健センター施設管理 　　（居宅介護支援事業所） 〇わがまち「よりどころ」プロジェクト

　・庶務、経理 　・身体障害者福祉センター 〇やすらぎ地域包括支援センター 〇ボランティアセンター

　・資産運営、登記 　・老人福祉センター ○基幹型地域包括支援センター 〇地域生活支援事業

　・会員募集 　・プレイルーム ○介護保険訪問調査事業 〇地域福祉活動計画

　・資金貸付 ○やすらぎ地域活動支援センター ○やすらぎ障がい者相談支援センター 〇団体事務

　・福祉奨学金　他 〇ウエルフェアボウリング 　・瀬戸市民生委員児童委員協議会

〇日常生活自立支援事業 〇団体事務

〇共同募金委員会 　・瀬戸市老人クラブ連合会

〇日赤瀬戸市地区事務局 　・瀬戸市子ども会連絡協議会

〇団体事務

　・瀬戸市更生保護女性会

　・瀬戸市遺族連合会

　・瀬戸市母子福祉会
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